
内
閣
衆
質
一
五
九
第
六
七
号

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
園
田
康
博
君
提
出
年
金
の
福
祉
施
設
を
は
じ
め
と
す
る
年
金
資
金
運
用
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日
受
領

答

弁

第

六

七

号



衆
議
院
議
員
園
田
康
博
君
提
出
年
金
の
福
祉
施
設
を
は
じ
め
と
す
る
年
金
資
金
運
用
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
財
団
法
人
社
会
保
険
健
康
事
業
財
団
等
（
以
下
「
社
会
保
険
健
康
事
業
財
団
等
」
と
い
う
。
）
の
平
成
十
五
年

十
月
一
日
現
在
の
役
員
の
役
職
、
氏
名
及
び
そ
の
常
勤
非
常
勤
の
別
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、

役
員
ご
と
の
前
職
、
報
酬
、
手
当
等
の
額
に
つ
い
て
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
た
め
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
の
退
職
後
に
お
け
る
再
就
職
の
状
況
は
、
公
務
を
離
れ
た
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
一
般
に
政
府
が
把

握
す
べ
き
立
場
に
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
事
項
の
す
べ
て
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
本
府
省
の

課
長
・
企
画
官
相
当
職
以
上
で
退
職
し
た
者
の
う
ち
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
社
会
保
険
健
康
事
業
財
団

等
の
役
員
に
在
籍
し
て
い
る
も
の
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

社
会
保
険
健
康
事
業
財
団
等
に
対
す
る
平
成
十
六
年
度
予
算
に
計
上
さ
れ
た
委
託
費
及
び
交
付
金
で
行
わ
れ
て
い
る
事
業

一



の
内
容
、
予
算
額
及
び
財
源
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

平
成
五
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
別
表
第
三
に
示
し
た
事
業
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
四
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

社
会
保
険
健
康
事
業
財
団
等
の
設
立
か
ら
今
日
ま
で
の
役
員
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
役
員
名
簿
を
保
存
し
て
お
ら

ず
、
政
府
が
一
般
に
把
握
す
べ
き
立
場
に
な
い
こ
と
か
ら
、
一
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
も
の
を
除
き
、
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
公
益
法
人
の
役
員
の
退
職
金
等
の
額
に
つ
い
て
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
政
府
が

一
般
に
把
握
す
る
立
場
に
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

年
金
資
金
運
用
基
金
が
行
う
大
規
模
年
金
保
養
基
地
（
グ
リ
ー
ン
ピ
ア
）
に
つ
い
て
は
、
「
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計

画
」
（
平
成
十
三
年
十
二
月
十
九
日
閣
議
決
定
）
に
よ
り
平
成
十
七
年
度
ま
で
に
廃
止
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
同
年
度
ま
で

に
運
営
の
停
止
及
び
資
産
の
譲
渡
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
厚
生
年
金
病
院
、
厚
生
年
金
会
館
等
の
厚
生
年
金
保
険
及
び

二



国
民
年
金
の
福
祉
施
設
に
つ
い
て
は
、
年
金
財
政
の
厳
し
い
状
況
等
を
踏
ま
え
、
徹
底
し
た
見
直
し
を
進
め
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
年
金
の
受
給
者
や
受
給
額
も
少
な
く
、
今
日
の
よ
う
に
年
金
の
給
付
が
本
格
的
と
な
る
に

至
っ
て
い
な
い
時
代
に
お
い
て
、
年
金
の
給
付
を
受
け
る
ま
で
長
期
に
わ
た
り
保
険
料
を
拠
出
す
る
被
保
険
者
等
の
福
祉
の

向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
等
に
基
づ
き
被
保
険
者
等
の

福
祉
を
増
進
す
る
た
め
に
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
施
設
が
多
く
の
被
保
険
者
等
に
利
用
さ
れ
、
そ
の
福
祉

の
向
上
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
等
の
負
担
と
な
る
こ
れ
ら
の
事
業

に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
一
概
に
損
失
と
評
価
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
今
日
に
お
い
て
は
、
年
金
の
給
付
が
本
格
的
に
行
わ
れ
る
中
で
、
民
間

の
類
似
の
施
設
が
普
及
し
て
き
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
徹
底
し
た
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
る
。
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